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災家屋等を災害廃棄物として早急に解体及び撤去することにより、生活環境保全上
の支障の除去及び二次災害の防止を目的としている事業ということです。つまり、
被災家屋等は、廃棄物として扱われるということになります。
　災害廃棄物処理の主体は市町村ですが、県及び県下市町村と共通の認識を持って
計画的かつ速やかに実行する必要があり、また、公費解体制度に要する費用は、国
補助金等によって賄われているところ、国においては、平成30年３月末までに公費
解体を終了するという市計画を承認しており、その期間が経過した現在では国補助
金の交付を受けることができないということです。つまり、市で行っている事業と
はいえ、市の一存で期限を延長したり、申請期限後の申請を受け付けたりしても、
国補助金の交付は行われず、公費解体の費用が捻出できないことになります。
　以上のような、公費解体制度の趣旨、国補助金の交付の手続き等に鑑みると、市
は、市計画で定めた目標の期限を達成できる範囲で一部の申請期限を延長して、で
きる限り公費解体の申請を受け付けてきたものと評価でき、最終申請期限である同
年10月４日を過ぎた後の申請については、個別の事情に関わらず、説明を行った上
ですべてお断りしているという市の対応はやむを得ないものであると考えます。
　申立人としては、賃借人の事情等に配慮して、震災後すぐに退去をせまるという
ことができなかったものと推察しますが、公費解体制度は、生活環境保全上の支障
の除去及び二次災害の防止を目的とした災害廃棄物処理事業の一つとして、定めた
期間内で早急に実施、完了しなければならない事業ですから、市の「地震発生から
２年以上が経過した時点においても居住のための使用が可能であった建物を災害廃
棄物として処理することは、公費解体制度の趣旨である、生活環境保全上の支障の
除去、二次災害の防止とは乖離することとなる」との考えに問題があるとはいえま
せん。
　また、公費解体制度の申請期限や平成29年４月以降の相談について、市政だより、
市ホームページ、被災者支援制度（冊子）等によって広報を行ってきたということ
です。オンブズマンも、市政だよりや折り込みの復興だよりを確認しましたが、繰
り返し公費解体制度や申請期限のことが記載されていますし、期限後の申請の相談
についても、申請期限の情報が入手できずに申請できなかった方は至急相談される
ように幾度も呼びかけており、市民に対する周知もされていたと考えます。
　したがって、賃借人が退去するまでに時間がかかったという個別の事情があるこ
とは分かるとしながらも、特例を設けて公費解体をしてほしいとの申立人の要望に
応えられないとする市の対応に問題があるとはいえません。
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４　調査対象とならなかった事例
　平成30年度に受け付けた苦情で、調査の対象外となったものは次のとおりです。

　　・市の仕事やそれに関わる職員の行為でない苦情（オンブズマン条例第６条）
　市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為に該当
せず、調査の対象外となったものです。

内容・申立ての趣旨
⑴　共同住宅のごみステーションの管理
　　共同住宅のごみステーションに大量の不法投棄があり、ごみが散乱し、悪
臭がしている。管理会社が何もしないことに不満である。

　　・自身に直接の利害を有していないもの（熊本市オンブズマン条例第15条 (2)）
　申立内容について、申立人自身が利害を有していると言えないので、調査の
対象外となったものです。

内容・申立ての趣旨
⑵　消費生活相談の運営
　　市に消費生活相談体制の充実と改善を求める。
⑶　学習会の運営
　　市に学習会の運営について改善を求める。
⑷　公募型プロポーザルの審査結果
　自身が参加していない公募型プロポーザルの審査結果に疑義があるので、事
実関係を調査してほしい。

５　調査を中止した事例
　平成30年度に受け付けた苦情で、調査を中止したものは次のとおりです。

　　・調査開始後に調査の必要がなくなったもの（熊本市オンブズマン条例第17条）
　調査開始後に申立人自らが、申立ての取り下げを行ったことにより、調査を
中止したものです。

内容・申立ての趣旨
⑴　生活保護の転居費用
　生活保護を受給中だが、市外への転居費用の支給を認めない市の対応に納得
できない。


